
（別紙2）
変更前の記録 変更後の記録

・児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害
児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは
特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所に
おける保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務
省令で定めるもの
・身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）による身体障害
者手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
・身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所
等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十
三号）による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障害者
保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
・知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）による障害福祉サー
ビス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの
・災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）による被災者台帳
の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの
・特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは
特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法
律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。）附則第九十七
条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十
七年法律第百二十三号）による自立支援給付の支給又は地域生活支援事
業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

・児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害
児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは
特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所に
おける保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務
省令で定めるもの
・身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）による身体障害
者手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
・身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所
等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十
三号）による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障害者
保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
・知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）による障害福祉サー
ビス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの
・災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）による被災者台帳
の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの
・特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは
特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法
律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。）附則第九十七
条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十
七年法律第百二十三号）による自立支援給付の支給又は地域生活支援事
業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
・八千代市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例による助成金の
支給に関する事務であって規則で定めるもの


